
文部科学省 コミュニティ・信頼の在り方等に関する検討会議「コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議最終まとめ」
～学校と地域が協働する新しい時代の学びの日常に向けた対話と信頼に基づく学校運営の実現（令和４年３月14日）より

「コミュニティ・スクール」がはじまりました

星のあまん おりひめちゃん

令和７年４月より、すべての中学校区・交野みらい学園校区において、コミュニティ・スクール（CS）がはじまりました。

コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置した学校のことです。

すでにスタートしている交野みらい学園校区の取組みを参考にしつつ、それぞれの中学校区の伝統や特色を生かしながら、学校、家庭・地域が力を合わせて

学校運営に取り組み、さまざまな活動を通して地域の子どもたちをともに育てていきます。

令和７年４月

★コミュニティ・スクールのしくみ

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、

 ■ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
 ■ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を 

  述べることができること
 ■ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項につい

  て、教育委員会に意見を述べることができること
が、主な役割とされています。

（学校運営協議会制度）

「地域とともにある学校」の実現へ
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★「学校運営協議会」の役割とは…

★コミュニティ・スクールを導入すると…

交野市
教育委員会

KATANO CITY

連携（地域学校協働活動推進員）

※地域学校協働活動推進員＝地域住民等と学校との連絡調整等を行うコーディネーター

連携

地域学校協働本部（幅広い地域住民や団体等の参画により形成された緩やかなネットワーク）       地域の関係諸団体　など

連携連携

教職員　PTA

交野市教育委員会 各学校

協議会の設置

委員の委嘱・任命

学校運営に関する

基本的な方針

〇学校教育目標

〇学校経営の基本方針

 ○○中学校区（交野みらい学園）学校運営協議会

   【委員】保護者・地域住民（地域学校協働活動推進員）・校長・教職員・学識経験者・

　　　　　　  関係行政機関の職員　など

　　　　　　　　　　「めざす子ども像」の共有
　■　学校運営に関する基本的な方針の承認

　■　学校運営等に関する意見の申出

　■　学校運営等に関する評価

　■　住民の参画の促進等のための情報提供

　■　学校運営・学校支援活動に関する協議　　　など
　

（例）

環境整備に係る支援を行う部会

（例）

・花壇の整え

・校内整備　　　など

（例）

・登下校の見守り

・あいさつ運動

・校内における子どもの居場所づくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（例）

子どもの見守りに係る支援を行う部会

(例）

学習に係る支援を行う部会

（例）

・調理、昔遊び、図書室の整

　備、裁縫、コーラス、校区探検

　等の支援

・○○教育に係る取組みの支援

・専門的な技術等を持った地域

　人材を活用した取組み　　など

学校運営に

関する意見

意見

支援

協力

説明・依頼
地 域
人材支援

参画・理解

方針・説明

承認

学校支援活動の例

・ 「熟議」（「熟慮」と「議論」を重ねながら課題解決をめざす対話）を行います

・ 学校、家庭・地域で、情報、課題、目標、ビジョンの共有を行うことが大切です

支援

※校区ごとに、よりよい形を

考えていきます

コミュニティ・スクールによる成果認識
★ 学校と地域が情報を共有するようになった

★ 特色ある学校づくりが進んだ

★ 子どもの安全・安心な環境が確保された

★ 地域と連携した取組みが組織的に行えるようになった

★ 保護者・地域による学校支援活動が活発になった など

コミュニティ・スクールによる成果認識
★ 地域人材が活用されるようになった

★ 学校への必要な支援が講じられた

★ 学習指導の創意工夫が図られた

★ 生徒指導の創意工夫が図られた

★ 新たな教育活動の時間が生まれた など



コミュニティ・スクールに関するQ＆A
（学校運営協議会制度）

Q１：学校運営協議会の委員には、どのような人がなるのですか。

A１：保護者、地域住民、当該学校の運営に資する活動を行う者、当該学校の校
長、当該学校の教職員、学識経験者、関係行政機関の職員、 教育委員会
が適当と認める者の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱又は任命します。
委員は、特別職の地方公務員の身分を有し、学校運営協議会は各中学校区
20名以下の委員で構成されます。

Q２：学校運営協議会の役割の中にある、「校長が作成する学校運営の基本
方針」とは何ですか。

A２：「校長が学校経営を行うにあたり毎年度定める『学校教育目標』及び『学校経
営の基本方針』」です。

Q３：コミュニティ・スクールにおける学校運営の責任者は誰ですか。

A３：これまでどおり、校長です。

Q4：学校運営について、学校運営協議会はどのようなことについて意見を述べること
 ができるのですか。

A４：学校経営の全体構想に関すること、教育課程の編成に関すること、学校の組織
 編成に関すること、学校の施設管理や施設設備等の整備に関することについて、
 校長に対して意見を述べることができます。

Q５：「教職員の任用に関して意見を述べることができる」とは、どのような範囲のこと
ですか。

A５：学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見や、学校の教育上の課題
を踏まえた一般的な意見を想定しています。

Q６：なぜ、交野市では学校ごとではなく、中学校区ごとに学校運営協議会を設置
するのですか。

A６：交野市が推進している９年間教育の観点から、各中学校区における 「めざす
子ども像」を学校・保護者・地域で共有し、子どもたちの９年間の学びや育ちに
ついてともに考え、協働して支援行っていくためです。

Q７：学校支援に関する既存の団体や取組みとの関係は、どうなるのですか。

A７：学校は、これまでも様々な団体等により、子どもたちの見守りや学習等に係る支
援を行っていただいています。学校運営協議会制度は、新たな取組みをゼロから
始めるものではなく、こうした既存の団体や取組みとの関係を整理し、組織を整
えることにより、学校、家庭・地域において、目標やビジョンを共有し、それらの達
成に向けた主体的・能動的な取組み（活動）が可能となります。

Q８：学校運営協議会は、年間を通じてどの程度開催しますか。

A８：年間５回程度の開催を想定しています。また、学校運営協議会とは別に、年１
回、市教育委員会が主催する、コミュニティ・スクールに関する研修を実施します。

Q９：交野市立学校における、これまでのコミュニティ・スクールの導入の経緯を教え
てください。

A９：令和３年度に、年６回の「コミュニティ・スクール準備委員会」を開催し、学校運
営協議会の設置に向けた協議が重ねられ、令和４年度、第一中学校区におい
てコミュニティ・スクールが導入されました。 

  第二・第三・第四中学校区においても、第一中学校区の設置の経過と同様に、
令和６年度に年４～５回のコミュニティ・スクール準備委員会を開催し、令和
７年度４月の導入をむかえました。

Q10：学校運営協議会とPTAとの違いは何ですか。

A10：ＰＴＡは、学校及び家庭における教育の理解と振興や、児童・生徒の学校外
 における生活指導などの社会教育活動を目的とする社会教育団体として、学
 校と家庭・地域とをつなぐ役割を持ち、学校の教育活動に協力を行うものです。
 学校運営協議会は学校運営等について関与する一定の権限が付与されてお
 り、その役割、機能を異にするものです。

        ＰＴＡの役員が学校運営協議会に委員として参画することなどを通じて、学校
運営にＰＴＡの意向を反映したり、学校運営協議会がその活動にＰＴＡの
協力を求めるなど、互いに補完し合いながら、学校、家庭・地域の連携をより一

 層密にすることが期待されます。 

★参考「交野市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」

コミュニティ・スクールってなんだろう？？CSとは
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